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 各種統計資料 

（１）年次別にみた人口動態総覧（実数） 

大正１４（１９２５）年～平成１７（２００５）年 

出生数（人） 死亡数（人） 

(内)乳児 

（1歳未満）  
年次 

人口 

（人） 総数 (内)男 総数 (内)男 

総数 （内）男 

自然 

増加数 

（人） 

死産 

胎数 

（胎） 

周産期 

死亡数 

（人） 

婚姻 

件数 

（件） 

離婚 

件数 

（件） 

大正１４ （1925）* 1,617,680 54,559 27,622 33,252 16,822 6,785   21,307 2,950   15,035 2,016 

昭和 ５ （1930）* 1,692,136 50,694 25,938 30,332 15,670 5,083  20,362 2,679  14,790 1,923 

  １０ （1935）* 1,804,916 53,426 27,258 29,892 15,537 4,992  23,534 2,649  16,261 1,729 

  １５ （1940）* 1,869,504 49,336 25,364 30,306 15,850 4,048 2,248 19,030 2,317  19,122 1,667 

  ２０ （1945）* 1,885,471 46,397  100,309    -53,912      

  ２５ （1950）* 2,081,967 52,802 27,233 22,240 11,450 2,781 1,454 30,562 4,180  17,968 2,530 

  ３０ （1955）* 2,149,044 37,643 19,628 17,560 9,233 1,541 871 20,083 3,938 1,800 17,258 2,448 

  ３５ （1960）* 2,184,043 34,453 17,649 18,584 9,885 1,082 622 15,869 3,896 1,479 18,810 2,027 

  ４０ （1965）* 2,281,146 38,967 20,125 17,969 9,646 707 407 20,998 3,409 1,169 20,958 2,056 

             

  ４１  2,304,000 29,324 15,174 17,104 9,249 570 307 12,220 3,136 947 21,101 1,981 

  ４２  2,322,000 42,188 21,582 17,293 9,275 650 368 24,895 3,188 1,184 21,932 2,212 

  ４３  2,362,000 42,735 22,072 17,573 9,481 681 387 25,162 3,215 1,078 22,442 2,169 

  ４４  2,399,000 43,267 22,473 17,818 9,621 664 388 25,449 3,198 1,017 23,243 2,186 

  ４５ （1970）* 2,436,135 44,532 23,070 18,404 9,989 606 365 26,128 3,112 970 23,975 2,274 

               

  ４６  2,460,000 47,317 24,243 17,558 9,541 574 317 29,759 3,033 995 25,896 2,382 

  ４７  2,510,000 49,128 25,319 17,545 9,534 594 351 31,583 2,927 932 26,594 2,533 

  ４８  2,556,000 50,639 26,192 18,073 9,857 599 352 32,566 2,768 940 25,427 2,637 

  ４９  2,591,000 50,322 25,873 18,016 9,735 535 312 32,306 2,750 857 24,432 2,582 

  ５０ （1975）* 2,646,324 46,843 24,154 18,057 9,629 463 267 28,786 2,569 745 22,018 2,767 

               

  ５１  2,667,153 44,542 22,934 18,003 9,683 427 240 26,539 2,411 655 20,301 2,816 

  ５２  2,686,519 41,958 21,581 17,358 9,412 410 246 24,600 2,226 581 19,055 2,993 

  ５３  2,697,752 40,803 20,969 17,257 9,374 340 207 23,546 2,039 520 18,234 3,028 

  ５４  2,710,957 37,741 19,426 17,470 9,529 312 187 20,271 1,875 495 17,726 3,030 

  ５５ （1980）* 2,739,161 37,360 19,288 18,235 9,860 286 153 19,125 1,668 407 17,620 3,160 

               

  ５６  2,759,149 35,522 18,401 18,108 9,817 241 141 17,414 1,847 381 17,720 3,246 

  ５７  2,772,790 35,798 18,552 17,778 9,567 221 134 18,020 1,793 330 17,744 3,542 

  ５８  2,784,840 35,290 17,997 18,552 9,878 204 109 16,738 1,551 319 17,242 3,831 

  ５９  2,795,345 34,711 17,957 18,540 10,059 196 113 16,171 1,618 309 16,873 3,686 

  ６０ （1985）* 2,819,200 33,501 17,261 19,129 10,340 166 85 14,372 1,595 262 16,264 3,480 

               

  ６１  2,827,381 32,774 17,008 19,138 10,142 166 79 13,636 1,451 227 16,008 3,647 

  ６２  2,832,975 31,410 16,129 18,716 10,104 173 104 12,694 1,402 207 15,552 3,290 

  ６３  2,838,427 30,356 15,682 19,487 10,632 157 92 10,869 1,251 195 15,492 3,341 

平成元年 2,843,205 29,075 15,000 19,293 10,414 124 71 9,782 1,170 152 15,590 3,374 

   ２ （1990）* 2,849,847 28,857 14,730 20,468 11,027 148 78 8,389 1,177 156 16,133 3,402 

              

   ３  2,837,725 28,451 14,758 20,566 11,112 107 51 7,885 1,159 166 16,392 3,640 

   ４  2,843,316 28,410 14,657 21,229 11,596 115 64 7,181 1,087 138 16,676 3,646 

   ５  2,847,456 28,045 14,508 21,536 11,715 120 69 6,509 958 122 17,625 3,958 

   ６  2,850,563 28,898 14,900 21,577 11,572 141 84 7,321 1,003 141 17,378 4,183 

   ７ （1995）* 2,858,462 27,609 14,041 22,650 12,449 122 62 4,959 911 206 17,633 4,376 

               

   ８  2,863,000 28,081 14,362 21,736 11,936 90 48 6,345 816 146 17,565 4,506 

   ９  2,863,000 27,942 14,140 22,425 12,120 84 45 5,517 841 111 17,403 4,749 

  １０  2,865,000 27,914 14,492 22,705 12,408 91 46 5,209 782 142 17,409 5,235 

  １１  2,863,000 27,119 14,046 23,735 12,932 81 47 3,384 796 143 17,000 5,416 

  １２ （2000）* 2,855,782 27,384 14,147 23,188 12,692 76 43 4,196 784 130 17,470 5,706 

             

  １３ 2,856,000 27,328 14,067 23,431 12,707 80 38 3,897 793 141 17,387 6,184 

  １４ 2,854,000 26,508 13,644 23,468 12,758 69 33 3,040 725 119 16,543 6,214 

  １５ 2,854,000 26,285 13,468 24,290 12,993 69 30 1,995 717 118 16,494 6,347 

  １６   2,852,000 25,734 13,207 24,435 13,036 68 40 1,299 691 113 15,703 5,726 

  １７ （2005）* 2,849,333 24,740 12,775 25,579 13,702 64 37 △839 613 105 15,728 5,609 

             

 注１）昭和 31（1956）年から 49（1974）年までは，10月１日現在推計人口（総務庁統計局）である。昭和 51（1976）年から平成６年までは，福祉保健課推計人口である。 

    平成８（ 1996）年以降は，10月１日現在推計人口（総務庁統計局）である。ただし， *印は，国勢調査，人口調査又は常住人口調査によるものである。 

  ２）平成３（1991）年以降は，日本人人口である。平成２（1990）年以前は，総人口である。 

  ３）ここに掲げた人口は，各年の人口動態諸率算出に用いた人口である。上記１），２）のとおり，出典や定義が異なるので人口の推移の観察には適さない。 

  ４）平成６（1994）年までの周産期死亡数は，従来の定義（妊娠満２８週以降の死産数＋生後１週間未満の死亡数）による数である。  
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（２）市町別にみた人口動態（実数） 

単位：人  平成17（2005）年 

 市町名 人口 出生児数 
(内)低体

重児 
死亡者数 

(内)乳

児死亡 
自然増加数 高齢者人口 

広 島 市 1,132 ,701 10,924 1,075 8,196 20 2,728 193,379 

府 中 町 50,135 488 39 311   1 177 8,342 

海 田 町 28,113 329 29 189 0 140 4,555 

熊 野 町 25,018 204 18 210 0 △6 5,038 

坂    町 12,343 92 6 154 0 △62 3,074 

安芸高田市 32,727 228 25 496 0 △268 10,717 

安芸太田町 8,212 42 3 175 0 △133 3,510 

北広島町 20,641 141 9 300 0 △159 6,909 

広 
島 

小計 1,309 ,890 12,448 1,204 10,031 21 2,417 235,524 

大 竹 市 29,883 213 18 294 2 △81 7,578 

廿日市市 114,797 916 73 873 1 43 22,918 

広 
島

西 
小計 144,680 1,129 91 1,167 3 △38 30,496 

呉    市 247,751 1,774 167 2,919 5 △1 ,145 64,022 

江田島市 29,762 183 13 469 0 △286 9,492 呉 

小計 277,513 1,957 180 3,388 5 △1 ,431 73,514 

竹原市 30,455 188 24 318 1 △130 8,868 

東広島市 181,703 1,677 161 1,329 4 348 30,158 

大崎上島町 9,155 40 5 153 0 △113 3,665 

広 

島 
中 
央 

小計 221,313 1,905 190 1,800 5 105 42,691 

三 原 市 103,321 772 76 1,128 4 △356 26,674 

尾 道 市 148,677 981 92 1,776 2 △795 41,255 

世 羅 町 18,743 132 15 274 1 △142 6,575 

尾 
三 

小計 270,741 1,885 183 3,178 7 △1 ,293 74,504 

福 山 市 453,136 4,238 370 3,831 19 407 91,260 

府 中 市 44,983 332 31 510 2 △178 12,339 

神石高原町 11,561 66 4 203 0 △137 4,958 

福 
山 

・ 

府 
中 

小計 509,680 4,636 405 4,544 21 92 108,557 

三 次 市 58,794 467 35 762 1 △295 17,725 

庄 原 市 42,876 313 27 709 1 △396 15,577 
備 

北 

小計 101,670 780 62 1,471 2 △691 33,302 

県計 2,835 ,487 24,740 2,315 25,579 64 △839 598,588 

全国計 125,730,148 1,062,530 101,272 1,083 ,796 2,958 △21 ,266 25,565 ,908 

                       資料：厚生労働省「人口動態統計」 

総務省「国勢調査（日本人人口）」 
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（３）市町別にみた人口動態（率） 

  平成17（2005）年 

 市町名 人口 出生率 死亡率 乳児死亡率 自然増加率 高齢化率 

広 島 市 1,1３2,701 9.6 7.2 1.8 2.4 17.1％ 

府 中 町 50,135 9.7 6.2     2.0 3.5 16.6％ 
海 田 町 28,113 11.7 6.7 － 5.0 16.2％ 
熊 野 町 25,018 8.2 8.4 － △0.2 20.1％ 
坂 町 12,343 7.5 12.5 － △5.0 24.9％ 
安芸高田市 32,727 7.0 15.2 － △8.2 32.8％ 
安芸太田町 8,212 5.1 21.3 － △16.2 42.7％ 
北広島町 20,641 6.8 14.5 － △7.7 33.5％ 

広
島 

小計 1,309,890 9.5 7.7 1.7 1.8 18.0％ 

大竹市 29,883 7.1 9.8 9.4 △2.7 25.4％ 
廿日市市 114,797 8.0 7.6 1.1 0.4 20.0％ 

広 

島
西 

小計 144,680 7.8 8.1 2.7 △0.3 21.1％ 
呉市 247,751 7.2 11.8 2.8 △4.6 25.8％ 

江田島市 29,762 6.1 15.8 － △9.6 31.9％ 呉 

小計 277,513 7.1 12.2 2.6 △5.2 26.5％ 

竹原市 30,455 6.2 10.4 5.3 △4.3 29.1％ 
東広島市 181,703 9.2 7.3 2.4 1.9 16.6％ 
大崎上島町 9,155 4.4 16.7 － △12.3 40.0％ 

広 
島 
中 

央 
小計 221,313 8.6 8.1 2.6 0.5 19.3％ 
三原市 103,321 7.5 10.9 5.2 △3.4 25.8％ 
尾道市 148,677 6.6 11.9 2.0 △5.3 27.7％ 
世羅町 18,743 7.0 14.6 7.6 △7.6 35.1％ 

尾 
三 

小計 270,741 7.0 11.7 3.7 △4.8 27.5％ 
福山市 453,136 9.4 8.5 4.5 0.9 20.1％ 
府中市 44,983 7.4 11.3 6.0 △4.0 27.4％ 
神石高原町 11,561 5.7 17.6 － △11.9 42.9％ 

福 

山 

・ 
府 

中 
小計 509,680 9.1 8.9 4.5 0.2 21.3％ 

三次市 58,794 7.9 13.0 2.1 △5.0 30.2％ 
庄原市 42,876 7.3 16.5 3.2 △9.2 36.3％ 備 

北 

小計 101,670 7.7 14.5 2.6 △6.8 32.8％ 

県計 2,835,487 8.7 9.0 2.6 △0.3 21.1％ 

全国計 125,730,148 8.4 8.6 2.8 △0.2 20.3％ 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

総務省「国勢調査（日本人人口）」 
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（４）主要な死因別死亡者数の推移 

単位：人 

悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎及び気管支炎 老衰 
 年 次 

実数 率 実数 率 実数 率 実数 率 実数 率 

昭和 30(1955)年 2,060 95.9 1,314 61.1 2,810 130.8 998 46.4 1,785 83.1 

  35(1960)年 2,457 112.5 1,721 78.8 3,440 157.5 1,120 51.3 1,881 86.1 

  40(1965)年 2,660 116.6 1,910 83.7 4,001 175.4 909 39.8 1,693 74.2 

  45(1970)年 3,001 123.3 2,309 94.9 4,321 177.5 884 36.6 1,255 51.6 

  50(1975)年 3,474 131.3 2,611 98.7 4,079 154.1 1,059 40.0 949 35.9 

  55(1980)年 4,034 147.3 2,988 109.1 3,749 136.9 1,041 38.0 986 36.0 

  60(1985)年 4,670 165.6 3,498 124.1 3,104 110.1 1,429 50.7 926 32.8 
平成２(1990)年 5,331 187.5 4,004 140.8 2,905 102.2 1,848 65.0 812 28.6 

  ７(1995)年 6,495 225.4 3,372 117.0 3,392 117.7 2,001 69.4 639 22.2 

  12(2000)年 6,934 242.8 3,579 125.3 3,024 105.9 2,136 74.8 559 19.6 

  17(2005)年 7,551 265.0 4,057 142.4 2,995 105.1 2,623 92.1 613 21.5 

           

         

不慮の事故 自殺 肝疾患 高血圧疾患 結核 
年 次 

実数 率 実数 率 実数 率 実数 率 実数 率 
昭和 30(1955)年 943 43.9 521 24.2 280 13.0 202 9.4 1,207 56.2 

  35(1960)年 1,089 49.9 514 23.5 358 16.4 298 13.6 830 38.0 

  40(1965)年 1,109 48.6 380 16.7 358 15.7 430 18.9 515 22.6 

  45(1970)年 1,322 54.3 381 15.7 477 19.6 445 18.3 374 15.4 

  50(1975)年 969 36.6 449 17.0 530 20.0 507 19.2 225 8.5 

  55(1980)年 792 28.9 509 18.6 538 19.6 371 13.5 132 4.8 

  60(1985)年 751 26.6 540 19.2 571 20.3 288 10.2 113 4.0 

平成２(1990)年 825 29.0 499 17.5 482 17.0 215 7.6 64 2.3 

  ７(1995)年 1,071 37.2 513 17.8 496 17.2 198 6.9 52 1.8 

  12(2000)年 995 34.8 605 21.2 385 13.5 139 4.9 57 2.0 

  17(2005)年 979 34.4 623 21.9 412 14.5 123 4.3 68 2.4 

（注）率は，人口 10万人に対する割合を示す。 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 
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（５）保健医療施設の年次推移 

 
病              院 

施        設 病        床 

人口１０万対 人口１０万対 
年 次 

実  数 広島県 全国 実  数 広島県 全国 

昭和 40（1965）年 230 10.1 7.2 21,664 949.7 889.0 

    45（1970）年 251 10.3 7.7 26,133 1,072.8 1,024.6 

   50（1975）年 246 9.3 7.4 27,655 1,045.0 1,040.0 

   55（1980）年 270 9.9 7.7 31,677 1,156.5 1,127.1 

   60（1985）年 283 10.0 7.9 35,121 1,245.8 1,253.3 

平成 ２（1990）年 296 10.4 8.2 40,014 1,404.1 1,356.5 

   ７（1995）年 284 9.9 7.7 40,998 1,422.7 1,329.9 

   12 (2000) 年 271 9.4 7.3 42,463 1,475.0 1,297.8 

     13 (2001) 年 270 9.4 7.3 42,392 1,472.5 1,293.7 

     14 (2002) 年 267 9.3 7.2 42,023 1,460.1 1,289.0 

     15 (2003) 年 264 9.2 7.1 41,837 1,453.7 1,278.9 

     16 (2004) 年 262 9.1 7.1 41,990 1,459.0 1,277.8 

     17 (2005) 年 261 9.1 7.1 42,194 1,466.8 1,276.9 

  

一  般  診  療  所 

施        設 病        床 

人口１０万対 人口１０万対 
年 次 

実  数 広島県 全国 実  数 広島県 全国 

昭和 40（1965）年 1,757 77.0 65.7 3,704 162.4 207.6 

   45（1970）年 1,920 78.8 66.5 6,230 255.8 240.7 

   50（1975）年 2,011 76.0 65.3 6,656 251.5 235.9 
   55（1980）年 2,140 78.1 66.3 7,975 291.1 245.9 

   60（1985）年 2,220 78.7 65.2 8,617 305.7 234.2 

平成 ２（1990）年 2,288 80.3 65.4 8,820 309.5 220.4 

   ７（1995）年 2,466 85.6 69.3 7,987 277.2 206.5 

   12 (2000) 年 2,558 88.9 73.1 6,510 226.1 170.8 

     13 (2001) 年 2,572 89.3 73.9 6,325 219.7 164.6 

     14 (2002) 年 2,562 89.0 74.4 5,862 203.7 154.3 

     15 (2003) 年 2,602 90.4 75.3 5,691 197.7 147.2 

     16 (2004) 年 2,615 90.9 76.0 5,469 190.0 141.8 

     17 (2005) 年 2,602 90.5 76.3 5,023 174.6 130.7 
 

歯科診療所 薬     局 

人口１０万対 人口１０万対 年 次 

施設数 広島県 全国 施設数 広島県 全国 

昭和 40（1965）年 713 31.3 29.1 524 23.0 21.8 

   45（1970）年 730 29.5 28.8 685 28.1 23.1 

   50（1975）年 791 29.5 29.1 794 30.0 24.0 

   55（1980）年 927 33.8 33.2 1,029 37.6 26.8 

   60（1985）年 1,031 36.6 37.6 1,192 42.3 29.1 

平成 ２（1990）年 1,160 40.7 42.2 1,298 45.5 29.9 

   ７（1995）年 1,314 45.6 46.5 1,329 46.1 31.4 

   12 (2000) 年 1,423 49.4 49.9 1,475 51.2 36.8 

     13 (2001) 年 1,454 50.5 50.5 1,503 52.2 37.9 

     14 (2002) 年 1,465 50.9 51.1 1,537 53.4 38.8 

     15 (2003) 年 1,483 51.5 51.6 1,551 53.9 39.1 

     16 (2004) 年 1,505 52.3 52.1 1,569 54.5 39.6 

     17 (2005) 年 1,511 52.5 52.2 1,585 55.1 40.1 

（注）病院,一般診療所及び歯科診療所 ～ 昭和４０（１９６５）年～５５（１９８９）年は年末現在。 

昭和６０（１９８５）年以降は１０月１日現在。 

      薬局 ～ 昭和４０（１９６５）年～平成７（１９９５）年は年末現在。 

        平成１２（２０００）年以降は年度末現在。 

資料：厚生労働省「医療施設調査」，「保健・衛生行政業務報告」 
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（６）市町別にみた病院・一般診療所・歯科診療所・薬局数 

 

病院 一般診療所 歯科診療所 薬局 
圏域 市町名 施設

数 
10 万
対 

病床数 10 万対 施設数 10 万対 病床数 10 万対 施設数 
10 万
対 

施設
数 

10 万
対 

広 島 市 91 7.9 15,129 1,310.6 1,160 100.5 2,139 185.3 657 56.9 645 55.9 

府 中 町 2 3.9 629 1,239.8 40 78.8 52 102.5 24 47.3 32 63.1 

海 田 町 2 6.9 118 405.0 34 116.7 19 65.2 17 58.3 11 37.8 

熊 野 町 0 － 0 － 14 55.8 0 － 9 35.9 9 35.9 

坂    町 1 8.1 330 2,661.5 12 96.8 0 － 5 40.3 6 48.4 

安芸高田市 2 6.0 851 2,571.3 31 93.7 96 290.1 18 54.4 15 45.3 

安芸太田町 2 24.3 275 3,338.2 8 97.1 19 230.6 7 85.0 5 60.7 

北広島町 5 24.0 475 2,277.4 19 91.1 14 67.1 10 47.9 8 38.4 

広 
島 

小計 105 7.9 17,807 1,334.9 1,318 98.8 2,339 175.3 747 56.0 731 54.8 

大 竹 市 3 9.9 876 2,893.1 34 112.3 68 224.6 16 52.8 25 82.6 

廿日市市 9 7.8 1,646 1,424.7 93 80.5 165 142.8 51 44.1 52 45.0 
広 
島 
西 

小計 12 8.2 2,522 1,729.7 127 87.1 733 159.8 67 46.0 77 52.8 

呉  市 30 12.0 4,517 1,799.6 270 107.6 448 178.5 150 59.8 147 58.6 

江田島市 5 16.7 423 1,412.9 24 80.2 62 207.1 12 40.1 14 46.8 呉 

小計 35 12.5 4,940 1,758.4 294 104.6 510 181.5 162 57.7 161 57.3 

竹 原 市 4 13.0 506 1,650.5 24 78.3 62 202.2 16 52.2 23 75.0 

東広島市 16 8.7 2,915 1,580.5 136 73.7 198 107.4 74 40.1 87 47.2 

大崎上島町 0 － 0 － 9 97.4 47 508.9 4 43.3 3 32.5 

広 
島 
中 
央 

小計 20 8.9 3,421 1,525.0 169 75.3 307 136.9 94 41.9 113 50.4 

三 原 市 13 12.5 2,514 2,412.8 81 77.7 151 144.9 57 54.7 65 62.4 

尾 道 市 12 8.0 2,072 1,379.3 141 93.9 212 141.1 73 48.6 112 74.6 

世 羅 町 1 5.3 110 583.1 13 68.9 54 286.2 6 31.8 8 42.4 

尾 
三 

小計 26 9.5 4,696 1,718.3 235 86.0 417 152.6 136 49.8 185 67.7 

福 山 市 46 10.0 6,016 1,310.4 317 69.1 921 200.6 228 49.7 241 52.5 

府 中 市 5 11.1 793 1,754.9 37 81.9 65 143.8 25 55.3 32 70.8 

神石高原町 1 8.6 95 819.7 8 69.0 0 － 5 43.1 3 25.9 

福 
山 
・ 
府 
中 

小計 52 10.1 6,904 1,338.3 362 70.2 986 191.1 258 50.0 276 53.5 

三 次 市 5 8.4 1,164 1,962.4 62 104.5 195 328.8 29 48.9 30 50.6 

庄 原 市 6 13.9 740 1,715.0 35 81.1 36 83.4 18 41.7 12 27.8 
備 
北 

小計 11 10.7 1,904 1,858.2 97 94.7 231 225.4 47 45.9 42 41.0 

県計 261 9.1 42,194 1,466.8 2,602 90.5 5,023 174.6 1,511 52.5 1,585 55.1 

全国計 9,026 7.1 1,631,473 1,276.9 97,442 76.3 167,000 130.7 66,732 52.2 51,233 40.1 

 
                               

                  資料：厚生労働省  「平成17（2005）年医療施設調査」 
                           「平成 17（2005）年度保健・衛生行政業務報告」 
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（７）開設者別医療施設数 

平成 17（2005）年１０月１日現在 

開 設 者 病院 一般診療所 歯科診療所 

厚生労働省 0 1 0 

独立行政法人国立病院機構 5 0 0 

国立大学法人 1 4 0 

独立行政法人労働者健康福祉機構 1 1 0 

国 

その他 2 19 0 

県 7 7 0 

市町 18 65 8 

日赤 3 3 0 

済生会 2 1 0 

公

的
機

関 

厚生連 4 2 0 

健康保険組合及びその連合会 1 12 0 

社

会

保

険

関

係

団

体 

共済組合及びその連合会 5 11 1 

公益法人 5 21 3 

医療法人 164 967 177 

学校法人 0 1 0 

社会福祉法人 2 154 0 

医療生協 3 8 2 

会社 5 30 0 

その他の法人 1 21 0 

個人 32 1,274 1,320 

総数 261 2,602 1,511 

資料：厚生労働省 「平成17（2005）年医療施設調査」  
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（８）保健医療人材の年次推移 

各年１２月末現在 

医       師 歯  科  医  師 薬  剤  師 

人口１０万対 人口１０万対 人口１０万対 年    次 
実 数 

広島県 全国 
実 数 

広島県 全国 
実 数 

広島県 全国 

昭和 40（1965）年 3,036 133.1 111.3 846 37.0 36.2 1,465 64.2 69.9 

  45（1970）年 3,320 136.1 114.7 950 39.2 36.5 1,726 70.8 76.5 

  50（1975）年 3,671 139.0 118.4 1,117 42.5 38.9 2,109 79.7 84.3 

  55（1980）年 4,108 150.0 133.5 1,328 48.5 45.8 2,606 95.1 99.1 

  59（1984）年 4,558 162.4 150.6 1,449 51.6 52.5 3,013 107.4 107.9 

  63（1988）年 5,161 181.8 164.2 1,623 57.2 57.5 3,119 109.0 116.8 

平成４（1992）年 5,733 200.0 176.5 1,865 65.1 62.2 3,967 138.4 130.2 

  ６（1994）年 6,004 208.8 184.4 1,951 67.8 64.8 4,330 150.6 141.5 

  ８（1996）年 6,249 216.8 191.4 1,965 68.2 67.9 4,937 171.3 154.4 

  10（1998）年 6,427 222.9 196.6 2,110 73.2 69.6 5,249 182.0 162.8 

    12 (2000) 年 6,588 228.8 201.5 2,152 74.8 71.6 5,426 188.5 171.3 

  14 (2002) 年 6,743 234.3 206.1 2,184 75.9 72.9 5,636 195.8 180.3 

    16 (2004) 年 6,821 237.0 211.7 2,299 79.9 74.6 5,610 194.9 189.0 
 
 

就業保健師 就業看護師 就業准看護師 

人口１０万対 人口１０万対 人口１０万対 年    次 
実 数 

広島県 全国 
実 数 

広島県 全国 
実 数 

広島県 全国 

昭和 40（1965）年 324 14.2 14.2 3,352 146.9 136.3 2,986 130.9 113.2 

  45（1970）年 361 14.9 13.6 2,808 157.2 123.7 4,286 177.0 141.6 

  50（1975）年 421 16.0 14.3 5,273 200.5 158.1 5,317 202.1 167.0 

  55（1980）年 477 17.5 15.4 6,589 242.0 213.3 6,995 256.9 205.5 

  59（1984）年 520 18.5 17.3 7,852 279.8 256.5 8,733 311.2 234.3 

  63（1988）年 574 20.2 19.2 9,129 320.8 303.9 9,921 348.6 262.1 

平成４（1992）年 712 24.8 21.6 10,822 377.5 354.6 11,505 401.3 284.8 

  ６（1994）年 773 26.9 23.2 12,044 418.8 393.8 12,232 425.3 295.6 

  ８（1996）年 848 29.4 25.1 13,336 462.7 433.0 12,919 448.3 305.1 

  10（1998）年 953 33.0 27.3 14,711 510.1 470.0 13,497 468.0 309.4 

    12 (2000) 年 1,014 35.2 29.0 16,328 567.1 515.0 13,594 472.2 306.4 

  14 (2002) 年 931 32.3 30.1 17,901 622.0 552.4 13,707 476.3 308.7 

    16 (2004) 年 959 33.3 30.7 19,217 667.7 595.4 13,795 479.3 302.3 

 
 

就業助産師 就業歯科衛生士 就業歯科技工士 

人口１０万対 人口１０万対 人口１０万対 年    次 
実 数 

広島県 全国 
実 数 

広島県 全国 
実 数 

広島県 全国 

昭和 40（1965）年 1,103 48.4 44.0 131 5.7 3.3 214 9.4 8.7 

  45（1970）年 638 26.3 27.2 163 6.7 5.6 225 9.2 8.5 

  50（1975）年 535 20.3 23.9 375 14.2 10.3 376 14.2 12.2 

  55（1980）年 559 20.5 22.1 631 23.0 17.5 620 22.6 18.8 

  59（1984）年 504 18.0 20.5 880 31.4 24.4 781 27.8 24.5 

  63（1988）年 534 18.8 19.0 1,146 40.3 30.1 837 29.4 26.5 

平成４（1992）年 475 16.6 18.2 1,447 50.5 35.5 959 33.4 26.2 

  ６（1994）年 498 17.3 18.4 1,588 55.2 38.9 1,038 36.1 27.6 

  ８（1996）年 530 18.4 18.8 1,741 60.4 44.9 995 34.5 29.1 

  10（1998）年 551 19.1 19.1 1,946 67.5 48.5 1,088 37.7 28.9 

    12 (2000) 年 520 18.1 19.3 2,084 72.4 53.1 1,146 39.8 29.3 

  14 (2002) 年 479 16.6 19.1 2,270 78.9 57.5 1,113 38.7 28.9 

    16 (2004) 年 485 16.9 19.8 2,440 84.8 62.4 1,060 36.8 27.9 

 
                    資料：厚生労働省 「平成 16（2004）年医師・歯科医師・薬剤師調査」 

                             「平成16（2004）年度保健・衛生行政業務報告」
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（９）市町別にみた医師・歯科医師・薬剤師数 
 

医師数 歯科医師数 薬剤師数 
圏域 市町名 人口 

実数（人） 人口 10万対 実数（人） 人口 10万
対 実数（人） 人口10万

対 
広島市 1,151,943 3,128 271.5 1,169 101.5  2,379 206.5 
府中町 49,881 101 202.5 32 64.2 107 214.5 

海田町 29,331 40 136.4 22 75.0 44 150.0 
熊野町 25,243 18 71.3 19 75.3 19 75.3 
坂 町 12,118 43 354.8 5 41.3 22 181.5 

安芸高田市 33,305 77 231.2 19 57.0 96 288.2 
安芸太田町 8,413 24 285.3 8 95.1 21 249.6 
北広島町 21,228 41 193.1 13 61.2 36 169.6 

広 
島 

小計 1,331,462 3,472 260.8 1,287 96.7 2,724 204.6 

大竹市 30,145 72 238.8 24 79.6 62 205.7 
廿日市市 116,817 236 202.0 68 58.2 187 160.1 

広 
島 
西 

小計 146,962 308 209.6 92 62.6 249 169.4 

呉 市 252,253 762 302.1 214 84.8 457 181.2 
江田島市 30,406 58 190.8 19 62.5 40 131.6 呉 

小計 282,659 820 290.1 233 82.4 497 175.8 

竹原市 30,862 54 175.0 21 68.0 60 194.4 
東広島市 181,475 329 181.3 99 54.6 281 154.8 

大崎上島町 9,348 10 107.0 6 64.2 8 85.6 

広 
島 
中 
央 

小計 221,685 393 177.3 126 56.8 349 157.4 

三原市 104,530 236 225.8 70 67.0 226 216.2 
尾道市 151,852 352 231.8 103 67.8 322 212.0 
世羅町 19,058 21 110.2 7 36.7 22 115.4 

尾 
三 

小計 275,440 609 221.1 180 65.3 570 206.9 

福山市 459,411 893 194.4 283 61.6 975 212.2 
府中市 45,927 92 200.3 28 61.0 88 191.6 

神石高原町 11,830 11 93.0 7 59.2 9 76.1 

福 
山 
・ 
府 
中 小計 517,168 996 192.6 318 61.5 1,072 207.3 

三次市 60,197 141 234.2 41 68.1 100 166.1 
庄原市 43,740 82 187.5 22 50.3 49 112.0 

備 
北 

小計 103,937 223 214.6 63 60.6 149 143.4 
県計 2,878,000 6,821 237.0 2,299 79.9 5,610 194.9 
全国計 127,687,000 270,371 211.7 95,197 74.6 241,369 189.0 

 
資料：厚生労働省「平成 16（2004）年医師・歯科医師・薬剤師調査」  

総務省  「推計人口（平成16（2004）年 10月 1日現在）」（全国・県人口） 

県    「人口移動統計調査（平成 16（2004）年10月 1 日現在）」（市町人口） 
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（10）市町別にみた就業保健師・就業助産師・就業看護師・就業准看護師 

 

就業保健師 就業助産師 就業看護師 就業准看護師 
圏
域 市町名 人口 

実数（人） 人口 10
万対 実数（人） 人口10万

対 実数（人） 人口10万
対 実数（人） 人口 10

万対 
広島市 1,151,943 301 26.1 232 20.1 7,932 688.6 4,707 408.6 
府中町 49,881 42 84.2 12 24.1 303 607.4 165 330.8 
海田町 29,331 14 47.7 0 － 119 405.7 101 344.3 
熊野町 25,243 9 35.7 1 4.0 28 110.9 48 190.2 
坂 町 12,118 8 66.0 0 － 195 1,609.2 22 181.5 
安芸高田市 33,305 20 60.1 3 9.0 250 750.6 239 717.6 
安芸太田町 8,413 8 95.1 0 － 71 843.9 78 927.1 
北広島町 21,228 12 56.5 1 4.7 116 546.4 131 617.1 

広
島 

小計 1,331,462 414 31.1 249 18.7 9,014 677.0 5,491 412.4 
大竹市 30,145 8 26.5 5 16.6 182 603.7 190 630.3 

廿日市市 116,817 58 49.7 21 18.0 945 809.0 454 388.6 
広
島
西 

小計 146,962 66 44.9 26 17.7 1,127 766.9 644 438.2 

呉市 252,253 84 33.3 43 17.0 1,929 764.7 1,437 569.7 
江田島市 30,406 12 39.5 0 － 78 256.5 226 743.3 呉 

小計 282,659 96 34.0 43 15.2 2,007 710.0 1,663 588.3 
竹原市 30,862 7 22.7 0 － 155 502.2 227 735.5 
東広島市 181,475 57 31.4 7 3.9 1,175 647.5 711 391.8 
大崎上島町 9,348 5 53.5 0 － 10 107.0 36 385.1 

広
島
中
央 

小計 221,685 69 31.1 7 3.2 1,340 604.5 974 439.4 

三原市 104,530 56 53.6 23 22.0 880 841.9 752 714.9 
尾道市 151,852 50 32.9 52 34.2 1,132 745.5 884 582.1 
世羅町 19,058 11 57.7 2 10.5 93 488.0 86 451.3 

尾
三 

小計 275,440 117 42.5 77 28.0 2,105 764.2 1,722 625.2 
福山市 459,411 114 24.8 60 13.1 2,551 555.3 2,333 507.8 
府中市 45,927 11 24.0 0 － 289 629.3 302 657.6 
神石高原町 11,830 8 67.6 0 － 66 557.9 49 414.2 

福
山
・
府
中 

小計 517,168 133 25.7 60 11.6 2,906 561.9 2,684 519.0 
三次市 60,197 33 54.8 15 24.9 430 714.3 390 647.9 
庄原市 43,740 31 70.9 8 18.3 288 658.4 227 519.0 備

北 

小計 103,937 64 61.6 23 22.1 718 690.8 617 593.6 
県計 2,878,000 959 33.3 485 16.9 19,217 667.7 13,795 479.3 
全国計 127,687,000 39,195 30.7 25,257 19.8 760,221 595.4 385,960 302.3 

 

  資料：厚生労働省  「平成 16（2004）年度保健・衛生行政業務報告」 

                                広島県    「平成 16（2004）年度医療従事者調査」 

総務省    「推計人口（平成 16（2004）年 10月 1日現在）」（全国・県人口） 

広島県    「人口移動統計調査（平成 16（2004）年 10 月1 日現在）」（市町人口） 
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２ 保健所・保健センター 

 

相 談 機 関 名 郵便番号 所   在   地 電話番号 ＦＡＸ番号 

 広島地域保健所 738－000 4 廿日市市桜尾２－２－６８ 0829－ 32－ 1181 0829－ 32－ 0640 

 広島地域保健所海田分室 736－006 5  安芸郡海田町南昭和町 14－19 082－ 822－ 5113 082－ 822－ 1591 

 呉地域保健所 737－081 1 呉市西中央１－３－２５ 0823－ 22－ 5400 0823－ 22－ 5994 

 芸北地域保健所 731－022 1 広島市安佐北区可部 4－12－１ 082－ 814－ 3181 082－ 814－ 3190 

 東広島地域保健所 739－001 4 東広島市西条昭和町 13－10 082－ 422－ 6911 082－ 422－ 9353 

 尾三地域保健所 723－001 5 三原市円一町２－４－１ 0848－ 64－ 2322 0848－ 64－ 3666 

 福山地域保健所 720－851 1 福山市三吉町１－１－１ 082－ 921－ 1311 084－ 928－ 7882 

 備北地域保健所 728－001 3 三次市十日市東４－６－１ 0824－ 63－ 5181 0824－ 63－ 5190 

 広島市保健所 730－004 3 広島市中区富士見町 11－27 082－ 241－ 7434 082－ 241－ 2567 

 広島市中保健センター 730－856 5 広島市中区大手町４－１－１ 082－ 504－ 2568 082－ 504－ 2175 

 広島市東保健センター 732－851 0 広島市東区東蟹屋町９－３４ 082－ 568－ 7725 082－ 264－ 5271 

 広島市南保健センター 734－852 3 広島市南区皆実町１－４－４６ 082－ 250－ 4103 082－ 254－ 9184 

 広島市西保健センター 733－853 5 広島市西区福島町２－２４－１ 082－ 294－ 6109 082－ 231－ 6284 

 広島市安佐南保健センター 731－019 3 広島市安佐南区古市１－33 －14 082－ 831－ 4939 082－ 877－ 2299 

 広島市安佐北保健センター 731－022 1 広島市安佐北区可部 3－19－22 082－ 819－ 0575 082－ 819－ 0602 

 広島市安芸保健センター 736－855 5 広島市安芸区船越南 3－2－16 082－ 821－ 2804 082－ 821－ 2832 

 広島市佐伯保健センター 731－519 5 広島市佐伯区海老園 2－5－28 082－ 943－ 9725 082－ 923－ 5098 

 呉市保健所 737－004 1 呉市和庄１－２－１３ 0823－ 25－ 3532 0823－ 24－ 6826 

 福山市保健所 720－003 2 福山市三吉町南 2－11－22 084－ 928－ 1164 084－ 928－ 1143 
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３ 広島県医療審議会委員名簿 

                                                                      （50 音順） 

区    分 氏     名 役   職   名 

会    長 松 浦 雄一郎 広島大学名誉教授 

委  員 碓 井 静 照 広島県医師会会長 

委  員 大 濱 紘 三 県立広島病院院長 

委  員 笠  置  恵  子 県立広島大学保健福祉学部教授 

委  員 栗 原 英 見 広島大学歯学部長 

委  員 黒 瀬 康 平 広島県医師会副会長 

委  員 河  野  修  興 広島大学医学部長 

委  員 五 藤 康 之 三原市長 

委  員 小 林 秀 矩 広島県議会議員 

委  員 佐々木 清 蔵 広島県町村会会長（安芸太田町長） 

委  員 佐 治 文 隆 国立病院呉医療センター院長 

委  員 住  田  康  治 健康保険組合連合会広島連合会常任理事 

委  員 瀬 野 周 子 広島県地域女性団体連絡協議会副会長 

委  員 滝 口 季 彦 広島県国民健康保険団体連合会副理事長（庄原市長） 

委  員 津久江 一 郎 広島県病院協会会長 

委  員 冨  永  健  三 広島県議会議員 

委  員 長 岡 三重子 日本労働組合総連合会広島県連合会副会長 

委  員 永 久 洋 子 塾講師 

委  員 野 尻 昭 代 広島県看護協会会長 

委  員 藤 原 恒 弘 広島県医療法人協会会長 

委  員 前 田 泰 則 広島県薬剤師会会長 

委  員 松 岡 宏 道 広島県議会議員 

委  員 三  好  久美子 余暇生活開発士 

委  員 山 科   透 広島県歯科医師会副会長 

委  員 弓  削  孟  文 広島大学副学長 

委  員 迫  井  正  深 広島県福祉保健部長 
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４ 広島県保健医療計画検討委員会 

 
（１）広島県保健医療計画検討委員会設置要綱 

 

  （目的） 

第１条  広島県保健医療計画の第４次改定について調査及び検討を行うため，広島県保健医療計

画検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

  （組織） 

第２条  検討委員会は，保健医療福祉関係団体・機関及び行政機関に属する者のうち，別表１に

掲げる者で構成するものとし，知事が委嘱する。 

２  検討委員会は，会長及び委員をもって組織するものとし，会長の選任は，委員の互選による。 

  （任期） 

第３条  会長及び委員の任期は，平成１９年３月３１日までとする。ただし，会長又は委員が交

替した場合の任期は，前任者の残任期間とする。 

  （検討委員会の運営） 

第４条  検討委員会は，会長が必要に応じて招集し，これを主宰する。 

２  会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，予め会長が指名する委員がその職務を代行

する。 

３  会長が必要と認めるときは，検討委員会に委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことがで

きる。 

  （部会） 

第５条  検討委員会に，計画改定に係る専門的事項を調査，検討させるための部会（以下これら

を「部会」という。）を設置する。 

２  部会は，別表２に掲げるものとし，必要に応じて追加設置できるものとする。 

３  部会の委員は，保健医療福祉関係団体・機関等に属する者のうちから会長が選任する。 

４  部会の部会長の選任は，それぞれ互選による。 

  （ワーキンググループ） 

第６条  保健医療計画の改定に当たり，福祉保健部内における連携を図るため，部内にワーキン

ググループを設置する。 

２  ワーキンググループは，班長及び班員をもって構成し，それぞれ別表３に掲げるとおりとす

る。 

３  班長が必要と認めるときは，ワーキンググループに班員以外の者の出席を求め，意見を聴く

ことができる。 

４  ワーキンググループは，特定の事項について，関係する班員で開催することができる。 

  （事務局） 

第７条  検討委員会及びワーキンググループの事務局は，福祉保健部保健医療総室医療対策室に

置く。 

  （その他） 

第８条  この要綱に定めるもののほか，検討委員会の運営に関して必要な事項は会長が別に定め

る。 

     附 則 

 この要綱は，平成１７年５月１１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１８年７月３日から施行し，平成１８年４月１日から適用する。 
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別表１（第２条関係） 

 

所     属 役  職  名  等 

広島県医師会 広島県医師会会長が推薦した者（２名） 

広島県歯科医師会 広島県歯科医師会会長が推薦した者（２名） 

広島県薬剤師会 広島県薬剤師会会長が推薦した者（１名） 

広島県看護協会 広島県看護協会長が推薦した者（１名） 

大学機関 広島大学長が推薦した者（３名） 

病院（医療機関） 広島県病院協会長が推薦した者（２名） 
県立広島病院長 

部会 保健医療検討部会長 
医療提供システム部会長 

行政（市町村） 
広島県市長会会長 
広島県町村会会長 
広島市社会局長 

行政（県） 

広島県福祉保健部長 
広島県福祉保健部総務管理局長 
広島県福祉保健部保健医療局長 
広島県福祉保健部社会福祉局長 

保健所 広島県保健所長会会長 

 
 
別表２（第５条関係） 

〔部会名〕 
 １ 保健医療検討部会 
 ２ 医療提供システム部会 

 
 
別表３（第６条関係） 

班  長  福祉保健部保健医療局医療対策室長 

班  員 

 次の所属において，所属の長が指名する職員 
 福祉保健部 福祉保健総務室 
       健康増進・歯科保健室 
       国保医療室 
       障害者支援室 
       こども家庭支援室 

医務看護室 
医療対策室 
保健対策室 
被爆者・毒ガス障害者対策室 
薬務室 
県立病院室 
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（２）広島県保健医療計画検討委員会委員名簿 
 
 
 

区   分 氏        名 役   職   名 

会 長 碓 井   静 照 広島県医師会会長 

黒 瀬   康 平 広島県医師会副会長 

本 山   栄 荘 広島県歯科医師会会長 

荒 川   信 介 広島県歯科医師会専務理事 

前 田   泰 則 広島県薬剤師会会長 

野 尻   昭 代 広島県看護協会会長 

弓 削   孟 文 広島大学副学長 

浅 原   利 正  広島大学病院長 

岡 本 哲 治 広島大学病院副院長 

津久江 一郎 広島県病院協会会長 

青 山    喬 広島県病院協会副会長 

大 濱   紘 三 県立広島病院長 

 松 浦 雄一郎 広島大学名誉教授 

 井 内   康 輝 広島大学大学院医歯学研究科病理学教授 

山 下   三 郎 広島県市長会会長（廿日市市長） 

佐々木 清 蔵 広島県町村会会長（安芸太田町長） 

松 井  正 治 広島市社会局長 

迫 井  正 深 広島県福祉保健部長 

（新 木  一 弘） 前 広島県福祉保健部長 

横 山     泉 広島県福祉保健部総務管理局長 

河 良   俊 昭 広島県福祉保健部保健医療局長 

（川 崎   正 典） 前 広島県福祉保健部保健医療総室長 

早 川     正 広島県福祉保健部社会福祉局長 

 
委 員 
 

名 越   雅 彦 広島県保健所長会会長 

注：（ ）内は，人事異動に伴う前任者                  （敬称略） 
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（３）広島県保健医療計画検討委員会検討状況 
 

第１回   平成１７年７月４日(月) 

○ 協議事項 

１ 広島県保健医療計画検討委員会について 

２ 広島県保健医療計画の進捗状況等について 

３ 広島県保健医療計画の見直しについて 

４ 患者調査等の実施について 

５ その他 

 

患者調査小委員会 平成１７年８月３日(水) 

○ 協議事項（患者調査小委員会） 

１ 患者調査様式について 

２ その他 

 

第２回  平成１８年３月１５日（水） 

○ 協議事項 

１ 新広島県保健医療計画の策定について 

２ 広島県保健医療計画検討委員会の検討状況について 

３ 平成１７年度広島県患者調査結果（速報）について 

４ その他 

 

第３回  平成１８年９月１日（金） 

○ 協議事項 

１ 広島県患者調査の結果について 

２ 広島県保健医療計画（素案）について 

３ その他 

 

第４回  平成１８年１１月１３日（月） 

○ 協議事項 

１ 医療機能調査について 

２ その他 

 

第５回  平成１８年１２月２５日（月） 

○ 協議事項 

１ 基準病床数（案）について 

２ 医療機能調査について 

３ その他 

 

第６回  平成１９年２月１日（木） 

○ 協議事項 

１ 広島県保健医療計画（案）について 

２ 平成 20年改正版に係る主要事業及び指標について 

３ その他 
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５ 用語解説 
 
地域医療支援病院…地域医療支援病院は，紹介患者に対する医療提供，医療機器等の共同利用の実施等を通じてかかりつけ医を
支援する病院で，その承認要件は次のとおり。 

① ア 紹介率８０％（６０％以上でも２年間で８０％の達成見込があれば可） 

  イ 紹介率60％超，かつ逆紹介率３０％ 
  ウ 紹介率４0％超，かつ逆紹介率６０％ 

② 共同利用のための専用病床の確保，高額医療機器等の共同利用の実施 
③ ２４時間体制の救急医療体制の確保 
④ 地域の医療従事者の資質向上のための研修施設・設備の整備及び研修の実施 

⑤ 原則２００床以上（都道府県知事が必要と認めた場合は１００床以上でも可） 
⑥ 集中治療室，医薬品情報管理室，化学・細菌・病理検査室，病理解剖室等の確保 
 

臨床研修の必修化…平成１２年の医療法，医師法の改正により平成 16年度から臨床研修を必修化するとともにその内容につい

ても到達目標を明確にし，医師としての基本的臨床能力を達成できるものとした。 
 

ひろしま高齢者プラン（平成 18～20 年度）…高齢者保健福祉及び介護サービスの計画的な整備目標と提供体制について，老
人保健福祉計画と介護保険事業支援計画を一体的に盛り込み，平成 20年を目標年次として県が平成 18 年３月に策定した。 

 

未来に輝くこども夢プラン…子育て家庭が安心と喜びを持って子育てができ，次代を担う子どもが健やかに生まれ育成される環
境づくりをねらいとした，次世代育成支援対策推進法第９条第１項に基づく県の「行動計画」。基本理念，基本的視点及びそ
の実現に必要な施策を明らかするとともに，具体的な数値目標を定めたもので，平成１７年度から 21 年度までの 5 年間を

計画期間として，平成１７年３月に策定した。 

 
広島県障害者プラン…障害者基本法第９条第２項の規定に基づく本県の障害者施策に関する基本計画であり，障害者施策を計画

的・総合的に推進するため，平成 16 年度から 25年度までの 10年間を計画期間として平成 16 年３月に策定した。 
 
生活習慣病…生活習慣病は，「食習慣，運動習慣，休養，喫煙，飲酒等の生活習慣が，その発生・進行に関与する疾患群」と定

義されている。食生活を始めとする個々人の生活様式の中にそのリスクファクター（危険因子）が潜んでいるものであり，正
しい生活習慣を身につけることが健康の増進や病気の予防につながることとなる。 

 

出生率…出生率＝（年間出生数÷基礎人口）×1,000 

 
死亡率…死亡率＝（年間死亡数÷基礎人口）×1,000 

 
自然増加率…自然増加とは出生数から死亡数を減じたものをいう。 
自然増加率＝（年間自然増加数÷基礎人口）×1,000 

 
乳児死亡率…乳児死亡とは生後１年未満の死亡をいう。 
乳児死亡率＝（年間乳児死亡数÷年間の出生数）×1,000 

 

診診連携…診療所が主体的に他の診療所と連携をとることをいう。同義語で病院と診療所間の連携を病診連携，病院と病院間の
連携を病病連携という。 

 
無医（無歯科医）地区…医療機関の無い地区で，地区の中心からおおむね半径４キロメートルの区域内に５０人以上が居住し，
かつ，容易に医療機関を利用することができない地区。 

 
 
準無医（無歯科医）地区…無医（無歯科医）地区には該当しないが，無医地区に準じた医療の確保が必要と都道府県知事が判断

し，厚生労働大臣に協議して認められた地区。 

 
高次脳機能障害…交通事故等による脳外傷や脳卒中等による脳血管障害等により，脳に損傷を受けた後遺症等として起こる，記

憶障害，注意障害などの認知障害と社会的行動障害等を指す。日常生活に重大な支障をもたらすが，一見して症状を認識する
ことは困難であり，医療・福祉を統合した総合的な施策が必要である。 

 

緩和ケア…がんの痛みをはじめとする不快な症状を取り除くための治療を行うだけでなく，精神的な不安を軽減し，患者や家族
の意思を尊重しつつ，命をまっとうできるようチームで支援するケア。大別すると在宅緩和ケアと施設緩和ケアに区分され，
両者とも患者・家族のニーズは高い。 

 

緩和ケア病棟…主として末期の悪性腫瘍の患者等を入院させ，緩和ケアを行う病棟として厚生労働大臣が定める施設基準に適合
したものである。一般病棟に比べてスペースが広く，また看護スタッフも多く配置され，家族室，キッチンなど専用の設備を

備えている。 
 
不妊症…生殖年齢の男女が妊娠を希望し，ある一定期間，性生活を行っているにもかかわらず，妊娠の成立を見ない場合を不妊

という。その一定期間については１年から３年までの諸説があり，２年というのが一般的であるが，アメリカでは，１年間避
妊をしないで性生活を営んでも，妊娠をしないものを不妊と定義している。避妊しなければ２年以内に約９０％が妊娠するの
で，夫婦の約１０％が不妊症と考えられている。 

 

不育症…生殖年齢の男女が妊娠を希望し，妊娠は成立するが流産や早産を繰り返して生児が得られない場合，不育症と呼び，広
義の不妊症に入れることもある。 
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成育医療…妊娠・出生から新生児期，小児期，思春期を経て，生殖世代となって再び次の世代を生み出すというサイクルにおい
て，一元的，継続的に提供する医療 
 

周産期…妊娠後期から新生児早期までのお産にまつわる時期を一括した概念。 
 
低体重児・極小未熟児…生まれたときの体重が 2,500ｇ未満の赤ちゃんを低体重児（低出生体重児）というが，その中でも在

胎日数が満３７週未満で生まれた赤ちゃんを未熟児という。そして特に小さく生まれた 1,500ｇ未満の赤ちゃんを極小未熟

児，1,000ｇ未満の赤ちゃんを超未熟児という。 
 

未熟児養育医療…出生体重が 2,000ｇ以下又は生活能力が特に薄弱であるなど，正常児が出生時に有する諸機能を得るに至る
までの者で，指定養育医療機関の担当医師が入院養育を必要と認めた者に医療の給付を行う。 
 

自立支援医療(育成医療)…現在身体に障害を持つか，又は現存する疾患を放置すると将来障害を残すおそれのある１８歳未満の
児童を対象に，手術等の治療で比較的短期間にその障害を除去，あるいは軽減できる見こみのある場合に給付を行う制度。肢
体不自由，視覚障害，聴覚・平衡機能障害，音声・言語・そしゃく機能障害，心臓機能障害，腎臓機能障害，小腸機能障害，

その他内臓機能障害，免疫機能障害の疾病が対象となる。（所得により対象とならない場合がある。） 

 
脳死…生命維持に必須の呼吸中枢，循環中枢，自立神経中枢等の中枢が存在する脳幹が不可逆的に機能停止し状態である。法的

脳死判定では，完全に脳幹機能が停止した段階で，大脳機能を反映する脳波の停止を確認する。 
 
広島県救急医療情報ネットワーク…広島県が整備しているインターネットの上で①救急情報を消防機関，医療機関及び県民に提

供するとともに②医療機関情報を県民に提供し，適切な医療が利用できるよう支援する救急医療情報システム。 
 
病院群輪番制…手術･入院を要する重症患者の治療を担う第二次救急医療体制のうち，地域において数病院が交代で，休日・夜

間に診療する体制。 

 
救急告示医療機関…救急病院等を定める省令に基づき，知事が救急病院等である旨を告示した医療機関。 

 
救急救命士…救急救命士法に基づき，医師の指示のもとに「救急救命処置」を行うことを業とする者。 
 

小児救急医療支援事業…小児科を標榜する病院が当直体制をとって，休日・夜間の小児救急患者に対応。原則として初期救急医
療施設からの転送を受けいれる。 

 

災害医療圏域…災害時の活動単位。県内７つの二次保健医療圏を「災害医療圏」として設定している。 

 
ＡＥＤ…突然，心臓が停止した傷病者の心電図を自動解析し，除細動が必要な場合に，音声ガイダンス等の指示によって，安全

に電気ショックを与えることができる機器。 
 
ＤＭＡＴ…災害の急性期（概ね４８時間以内）に活動できる機動性を持った，専門的な訓練を受けた災害派遣医療チーム。広域

医療搬送，病院支援，域内搬送，現場活動等を主な活動とする。 
 
トリアージ…多数の負傷者・疾病患者が同時発生した際に，救急医療の現場などで傷病者の緊急度・重症度に応じ，医療体制・

設備を考慮し，治療や搬送先の優先順位を決定すること。  
 
エマルゴ訓練…災害医療机上訓練の一種。シミュレーションキットを使用し，事故・災害現場の再現，現場のトリアージや応急

処置，後方搬送手段，各関係機関の役割とコミュニケーション方法，搬送後の受入医療機関の対応など，様々な角度からの訓
練を行うことことができる。 

 
ＳＣＵ（ステージングケアユニット）…広域医療搬送拠点におかれ，患者の症状の安定化を図り，搬送時のトリアージを実施す
るための臨時の医療施設。 

 

多剤耐性結核…現在の化学療法の中心であるヒドラジド（ＩＮＨ）とｂファンピシン（ＲＦＰ）への２剤同時耐性結核と定義さ

れる。その患者数として，現在１５００人から２０００人程度，さらに新たに１年間に８０人程度が発病していると考えられ
ている。これらの患者は，通常の結核治療では，治癒が期待されにくく，死亡することや持続排菌患者となることも多い。 

 
ＨＩＶ抗体検査…ＨＩＶが身体に感染することによりできる「抗体」の有無で判断する血液検査である。感染の機会があった時
点から３か月目以降の検査でなければ，正確な結果が出ない場合がある。保健所などでは，プライバシーに配慮し，匿名・無

料の検査を実施している 
 
ピアカウンセリング…「ピアカウンセリング」は，1970 年代アメリカで，アルコ－ル依存症のセルフヘルプ活動としてスタ

－トした。「ピア」とは，対等・仲間を意味する。つまり，従来のカウンセラ－への相談では，「上から見られている」，「自分

の気持ちが，分かってもらえない」など相談者からの不満があったため，同じようなことで悩んだり，経験した者が話を聞き，
相談者自らが答えを導けるように進めていく，といった手法や考え方を取り入れたのが「ピアカウンセリング」である。 

 
アレルギ－疾患…アトピ－性皮膚炎，喘息，アレルギ－性鼻炎，アナフィラキシ－ショックなどアレルギ－反応が原因で起こる
疾患をいう。アレルギ－反応とは，身体の中に異物が進入した時に起きる過敏な反応のこと。 

 
ひきこもり…さまざまな要因によって社会的な参加の場面がせばまり，就労や就学などの自宅以外での生活の場が長期にわたっ

て失われている状態をいう。 

 
薬物乱用…医薬品（覚せい剤，モルヒネ，鎮咳剤，鎮痛剤など）を医療目的から逸脱したり，用法・用量を守らず使用すること，
または，医療目的のないもの（シンナー，大麻，ライタ－ガスなど）を不正に使用することをいう。 
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かかりつけ歯科医…地域における歯科保健医療提供体制の中核となり，生涯を通じて身近なところで歯科に係る予防管理を行う
とともに，継続的に歯科医療を提供する歯科医師をいう。 

 
口腔機能のリハビリテーション…要介護者等に対し，口腔の機能の減退を早期から評価し，機能減退を補う介護や専門的な指導
や助言を行い，口腔機能の維持・回復を図ることをいう。 

 

広島県薬局業務運営ガイドライン…平成５年に国が，地域医療の担い手として良質かつ適正な薬局を育成するため，｢薬局業務
運営ガイドライン｣を定めた。県では，この通知を受け，｢広島県薬局業務運営ガイドライン｣を作成し，地域医療に貢献でき

る，かかりつけ薬局の育成を図っている。 
 
薬歴管理…かかりつけ薬局において患者の服薬の状況，アレルギー歴，過去の指導状況などを記録し，医薬品の重複投与・相互

作用などをチェックすることをいう。薬剤師は，これらの患者情報を一元管理し服薬指導に役立てている。 
 
基幹薬局…地域における医薬分業を推進するため， 

① 使用頻度の低い医薬品を備蓄する。 
② 医薬品情報の収集を行い，薬局・診療所等へ提供する。 
③ 休日・夜間の処方せんを受付ける。 
などの機能を有した薬局のことをいう。 

 
かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師…地域住民のかかりつけの薬局又はかかりつけの薬剤師のことをいう。かかりつけ薬局は，

院外処方せんの受入れ，一般用医薬品の販売など患者の服用する医薬品を一元的に管理するとともに，医薬品等の良き相談
相手として地域住民の健康管理を行うところ（薬局）であり，気軽に相談できる最も身近な薬剤師をかかりつけ薬剤師とい
う。 

 

薬事衛生指導員…各地域で開催される講習会や研修会の講師として，広く県民に，医薬品の正しい知識や薬物乱用の防止等につ
いて啓発する人をいう。広島県薬剤師会員の中から選ばれる。 

 
医薬品のより良い使用推進員…啓発資料の配布やビデオの放映等を行い，医薬品等の正しい知識について，地域に密着した啓発
活動を行う人をいう。高齢者・女性代表等に広島県薬剤師会長が依頼する。 

 
薬剤情報提供…調剤した医薬品や一般用医薬品の名称，効能・効果，用法・用量，服薬する上での注意事項など，患者が安心し
て医薬品を使用するのに必要な情報を薬剤師が提供することをいう。 

 

訪問薬剤管理指導…医師の指示により，薬剤師が在宅患者を訪問し，医薬品の服薬の状況，薬剤の保管状況等を確認し，患者が
医薬品を正しく使用するために必要な指導や助言を行うことをいう。 

 
在宅服薬管理ステーション…在宅で薬剤師から医薬品の服薬指導等を受けたい場合や近くに相談できる薬剤師がいない場合に，
広島県薬剤師会が地域の薬局・薬剤師を紹介するための相談窓口を設置するとともに，地域の薬局・薬剤師による在宅服薬

管理指導を組織的に支援することを目的として整備している。 
 
薬物専門講師…学校や地域で開催される薬物乱用防止教室の講師として，広く県民に薬物乱用防止について啓発する人をいいま

す。広島県覚せい剤等薬物乱用防止指導員や学校薬剤師の中から選ばれる。 

 
市販後調査体制（制度）…市販されている医薬品又は医療機器の品質，有効性，安全性に関する調査をいう。医薬品又は医療機

器の承認前臨床試験症例数には限りがあるため，市販後も引き続き使用成績等の調査を行い安全性等について評価している。 
 
広島県覚せい剤等薬物乱用防止指導員…啓発資料の配布や個別指導など薬物乱用防止について，地域に根ざした啓発・指導活動

を行う人をいう。薬剤師，保護司，ライオンズクラブ員等から広島県薬物乱用対策推進本部長（県知事）が依頼する。 
 
血液製剤…人の血液を原料として製造された医薬品の総称。大別すると，全血製剤（すべての血液成分を含んでいるもの。），血

液成分製剤（血液中の特定成分を分離調整したもので，赤血球製剤，血小板製剤，血漿製剤などがある。）及び血漿分画製剤

（血漿中の特定タンパク質を物理化学的に分離精製し製造されたもので，アルブミン製剤，免疫グロブリン製剤，血液凝固因
子製剤などがある。） 

 
高単位の製剤…献血量が 200ｍl に由来する輸血用製剤の量を１単位としている。成分献血の導入によって血液成分製剤が５単
位，10 単位，15単位あるいは20 単位のものが製造・供給できるようになり。これらを一般的に高単位製剤（単一供血由

来製剤）という。 
 
アルブミン等の血漿分画製剤…人の血液から有形成分（赤血球，白血球，血小板）を取除いた液体成分（血漿）に含まれている

タクパク質の中から必要なものだけを物理化学的に分離精製し製造されたものを血漿分画製剤といい，アルブミン製剤，免疫

グロブリン製剤，血液凝固因子製剤などがある。 
 

成分献血…成分採血装置を用いて血液中の血漿や血小板のみを採血し，それ以外の赤血球等の成分は供血者に返還する献血をい
う。この方法は，身体の中で回復するのが遅い赤血球成分を献血者に返すので，献血者にとっても体への負担が軽い。 

 

かかりつけ医…生涯にわたる住民一人ひとりの生活様式に応じた各種保健医療サービスを，身近なところで提供する医師をいう。 
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特定機能病院…高度医療の提供，高度医療技術の開発・評価，高度医療の研修を実施する医療機関で，その承認要件は次のとお
り。 
① 内科，外科，歯科等の基本的診療のうち 10 科以上 

② 病床数 400 床以上 
③ 紹介患者率 30％以上 
④ 集中治療室，医薬品情報管理室，化学・細菌等の検査施設，病理解剖室，無菌病室の確保 

 

地域医療支援センター…中山間地域医療の確保を目的として，各種医療支援を行うために県立広島病院に設置された組織。自治
医大卒業医を中心として，県内各地の公立診療所への代診医の派遣，各種研修会の開催等を行っている。 

 
病棟での薬剤管理指導業務…薬剤師が医師の同意を得て，入院中の患者に対し，医薬品の効能，効果，副作用等の情報を管理し
医薬品について指導することにより，より良い薬物療法が行われるようすることをいう。 

 
無菌製剤処理業務…薬剤師が無菌環境下，高カロリー輸液等注射薬の調整をするなど患者の症状にあわせた医薬品を調合するこ
とをいう。 

 

リスクマネジメント…リスクマネジメントのプロセスを通し，まず，医療の質を確保し，組織を損失から守ること。アメリカの
企業防衛から発展したもので，当初は，組織を損失から守ることを目的とする医療訴訟の保険・財務対策としてのリスクマネジ

メントが主流であったが，現在では，医療の質の確保に貢献する取組みとしても日本においても認知されるようになった。 
 
ＮＯＣ（Network Operation Center）…ネットワークとネットワークを結ぶインターネットの基幹ネットワークに直接接続

して，コンピュータの管理・運営に当たっている場所や施設。 
 
ＡＤＳＬ（Asymmetric Digital Subscriber Line）…非対称デジタル加入者線。電話局から各家庭や事業所まで引かれている

銅線の加入者電話回線（Subscriber Line）を利用して，音声電話に使用しない高い周波数を利用することで，高速のデータ

通信を可能にする技術。「Asymmetric」（非対称）という名のとおり、ADSLは非対称型の通信方式であり、電話局から利用
者に向けた下り方向では最大 12Mbps程度、逆に利用者から電話局に向けた上り方向では最大 2Mbps 程度のデータ転送が

可能である。 
 
ＣＡＴＶ（Cable Television）…地上波 TV 放送ではなく，同軸ケーブルによって接続した限定地域に対して，多様なサービ

スを提供する TV放送システム。地上波放送に比較してチャンネル数が多く（100チャンネル程度）、ニュースや映画、音楽
番組など、特定のジャンルに特化した番組が配信されることが特徴。インターネット接続やビデオ・オン・デマンドなど、次
世代メディアとしても注目されている。 

 

遠隔医療…遠隔地にいる者どおしで情報を交換し合いながら実施する医療行為。画像伝送などの高度な支援手段を用いて専門医
が遠隔地の一般医に対して行う場合と，医師が遠隔地の患者に実施する場合がある。 

  


